
 

令和７年 10 月３日 

（通算第７２９号） 

問合せ先 

長野県庁園芸畜産課 

電話 026-235-7232 
           

10 月 2 日、群馬県の養豚農場において豚熱の患畜が確認されました。 
飼養豚に接種している豚熱ワクチンは効果の高いものですが、ワクチンの性質

上、免疫の空白期間ができることは避けられません。防疫対策の徹底を図るとと
もに、適時適切なワクチン接種に努め、定期的に免疫付与状況確認検査（※）を
受けましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

 

発生概況 
所在地 ：群馬県桐生市 
飼養状況：約 5,900 頭 

経  緯 

・群馬県は、10月１日、同県桐生市の農場から、離乳豚に異状が見られ
るとの通報があったため、当該農場に立ち入り、検査を実施しました。 
・群馬県の検査により豚熱の疑いが生じたため、農研機構動物衛生研究
部門で精密検査を実施したところ、10月２日、豚熱の患畜であることが
判明しました。 
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群馬県で豚熱（CSF）が発生しました 国内 100 例目 

※農場の抗体陽性率の確認や、母豚の抗体価から肥育豚の接種適齢期を検討するための 
検査です。 

家畜防疫互助基金に加入しましょう 

◆ 家畜防疫互助基金は、豚を飼養する畜産経営を対象に、口蹄疫、豚熱等の家畜伝染病が発
生した場合に、殺処分等からの経営再開等を支援するための互助基金です。 

 
◆ 家畜防疫互助事業の事業対策期間は３年ごとです。現在の事業対策期間は令和６年４月１

日から令和９年３月 31 日までで、この期間に豚熱等の交付対象疾病が発生した場合は、
互助金が支払われます。 

 
◆ 新規就農等を除き事業対策期間の途中からの参加は認められませんが、豚熱の発生状況を

踏まえ、今回に限り途中加入できることとされました。 
 
◆ 飼養衛生管理基準が遵守されていなかった場合、互助金が減額又は支払われない場合があ

ります。 
 
新規加入申込：令和８年１月末までに一般社団法人長野県畜産会へ 

申込書を提出 

契約の効力 ：令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 
 

お問合せ先：一般社団法人長野県畜産会 

（電話：026-228-8809） 長野県畜産会 HP 


